
 

  

 

 

 

東日本大震災津波 岩手県・陸前高田市合同追悼式の開催について 

 

新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を図ったうえで、東日本大震災津波から 10年となる 

令和３年３月 11日に、東日本大震災津波 岩手県・陸前高田市合同追悼式を開催しますので、 

お知らせします。 

 

１ 名 称  東日本大震災津波岩手県・陸前高田市合同追悼式 

 

２ 日 時  令和３年３月 11 日（木）14 時 30 分～15時 40 分 

 

３ 会 場   

（１）高田松原津波復興祈念公園 国営追悼・祈念施設（御来賓の特設会場） 
（２）陸前高田市民会館「奇跡の一本松ホール」（一般参加の方々の自由献花会場） 
  ※ ３密回避、時間短縮等の新型コロナウイルス感染防止対策を講じるため、２会場とする。 

式典中は、国営追悼・祈念施設の模様を、奇跡の一本松ホールに同時中継するとともに、 

インターネットで動画配信する。 

 
４ 御来賓 ８０名程度（予定） 

御遺族代表、復興大臣（代理）、県議会議長・県議会議員、陸前高田市議会議長・市議会議員等 
 
５ 式次第（予定）   

時 間 内 容（現在、陸前高田市と調整中であるもの。） 

14：30 

 

 

14：46 

・開式 

政府主催追悼式の中継開始～ 

・国歌演奏 

・黙とう 

・式辞等 

中継終了～ 

14：55 

 

15：40 

・式辞（知事及び陸前高田市長） 

・追悼のことば（復興大臣（代理）、岩手県議会議長、市議会議長、遺族代表） 

・献花 

 

６ 主な新型コロナウイルス感染防止対策 

（１）マスクの持参・着用、検温の実施、３密回避 

（２）37.5 度以上の発熱、風邪症状等のある方の入場制限  

（３）手洗い及び手指消毒の励行 

（４）救護所の設置 

（５）式典中の防寒着の着用等の寒さ対策 

 

〔担当：大坊総括課長（019-629-6921）、米内主幹兼担当課長（019-629-6945）〕 

記 者 席 配 付 資 料 

令 和 ３ 年 ２ 月 ８ 日 

復 興 局 復 興 推 進 課 

今後、国の状況等により変更の可能性あり。 


